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社会問題としての児童虐待

子ども家族へ の 監視 ・管理の強化

田中 理絵

【要旨】

　本稿の 目的は，日本 におい て 児童 虐待が社会問題化 してきた過程 につ いて 明

らかにしたうえで，さらにその 対応方法の問題点 につ いて考察するこ とにある 。

そ の結果 ，児童虐待の社会問 題化が幾つ かの段階を経て拡大 してきたこ と，「激

増」，「深刻化」とい うイ メージがマ ス メデ ィ ア によっ て流布されてぎた こと，ま

た社会的対応方法 と して リス クアセス メン トの方向へ 向が っ て いるがそれ は結局

すべ ての家庭を国の 監視 ・管理下におさめることを意味することを指摘 した 。

　国家主導で，リス クアセスメ ン トを導入する ことは困難を抱える家族を発見す

る ためだが，そ れは児童虐待を社会 問題 と して で はな く個別 の家族問題と して捉

え られる こ とに繋がる 。

　また，児童福祉の現場では ，児童虐待の背景は両親の心理的問題などではなく ，

むしろ社会経済的課題 にある と長年見なされてきた が，マ スメ ディア によ っ て広

ま っ た児童虐待のイ メージは ，家族の養育機能の低下 が原因で あると信 じさせて

きた 。 そ こで，すべ ての家庭が検査対象に拡大されて いるのだが ，これ は人的資

源 のロ スで ある 。

　教育社会学にで きる貢献と して は，実証的研究の蓄積，児童虐待に対するモ ラ

ル パニ ッ クの 客観的分析など，経験科学の立場か らの研究結果の提供が考えられ

る 。 また 臨床的には，当事者で ある親
・
子 どもの 視点から児童虐待 とい う経験の

意 味を抽出 した り，解決 に資する ような具体的な事項の特定を行うなどの 貢献が

可 能であろ う 。
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1 ． 問題設定

　現在 ， 児童虐待 は国家的対策 を求め られ る社会問題 と して 認識 され て い る 。 日本

で は
， 1933 （昭和 8 ）年に児童 虐待防止法が 制定 されて い た な ど

（1）
， 「児童虐待」

あるい は 「幼児虐待」 とい う用 語 自体は古 くか ら存在 して きた が
， 児童福祉 に携わ

る 専門家か研究者以外 の
一

般 の 人 び との 間で こ こ まで 流通 した こ とは か つ て な か っ

た 。 現在の トー ン で 児童虐待に対 して 社会的関心 が 高ま っ た の は1990年代以 降で あ

り， む しろ そ れ まで は折檻 とか子殺 し， 体罰， 遺棄 ， 育児放棄 とい う用語 の 方が…

般 的で あ っ た と い える 。

　児童虐待へ の 社会的関心が 高 まっ て きた背景には，マ ス ・メ デ ィ ア に よる報道が

強 く影響 して い る 。 「児童相 談所 に お ける児童虐待相 談対応件数 は ， 統計 を取 り始

め た 1990年度の 1，101件か ら， 2009年度は約40倍の 44．211件に激増 して い る」「児童

虐待は深刻化 して お り，減少の 兆 しは見 られ ない 」 とい っ た報道 は，徐 々 に児童虐

待の 危機感 を人び とに植 え付 けて きた 。 また ， 乳幼 児の 虐待死 とい っ たセ ン セ
ー

シ

ョ ナ ル な事件ほ ど報遵 され や す く勉 つ ま りわれ われ が知る こ との で きる児童虐待

の 内容は
， 児童虐待事件の なか で も特に悲惨で 陰鬱なセ リ エ ン トケース で あるこ と

が 多い 。 その なか で ，「児童虐待 は増加 の
一

途 をた ど り，深刻化 して い る」 とい う

イメ ージが急速 に広 まっ て きた の で あ り， 家族 の養育機能の 低下 によ る新 しい 社会

問題 と して 認識 され る に至 っ た の で ある 。

　 と こ ろで ， 児童虐待事件
一

特 に ， 子 ど もの 死 亡 とい う結末に至 るケ
ー

ス
ー

で は ，

加 害者 で ある保護者に対す る批 判 だ けで な く，それ を食い 止 め る こ との で きなか っ

た児童相談所等 も糾弾の 対象 とされ ， 「児童相談所や行政 は何 を見て い たの か」「な

ぜ 子 どもを救 え なか っ た の か」 とい う批判 の 矢面 に立 た され て きた 。 児童相 談所 や

行政 が しっ か り調査 を して 子 ど もを保護 で きて さ えい れ ば
， 少 な くと も死 に至 る よ

うな最悪 の 結末は迎 えずに 済ん だ は ずだ とされ る な か ， 「子 ど もの 生命を救 え」 と

い う号令の もと
， 社 会的対 策が 急務 で ある と認識 され る よ うに な っ た の で ある 。

　短期間の うちに ， ある 事態が 社会に と っ て 脅威で ある と受 け止 め られ ， 社 会的 危

機感 L不 安 ・義憤が急速 に高揚 し ， 次 々 と創 出され る対策 を， 人び とが無批判的に

合 意 して い く状態 をモ ラル ・パ ニ ッ ク とい うが，現在 の ような児童虐待 の 問題の 捉

え られ方 もまた モ ラル ・パ ニ ッ クで あ る と い える 。 特に子 ど もの 生命保護を最優先

目標 と した点で い じめの 問題 と類似 して お り，そ の 前で は わ れ われ は
一
種の 思 考停

止 に 陥る 。 児童虐待は一 そ して ，
い じめ も一 もち ろ ん ， 許す こ との で きな い 重大 な
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社会問題と しての児童虐待

問題で あるが ， 後述する ように ， おそ ら く社会問題で あるがゆえにな くな る こ とは

ない とい うパ ラ ドク ス を抱える 。 しか しそ れが モ ラル ・パ ニ ッ ク的 に児童相談所 を

糾弾する こ とに終始するだけで は 児童虐待の 問題 は改善 しない
。 そ もそ も 「子 ども

の 生命を守る」 とい う名目の 陰で
， 行政主導 で 日本の 家族全体 に対す る監 視

・
管理

の 強化が急速に進行 して い る こ とは どの よ うに考えるべ きで あ ろ うか 。

　本稿で は ， 児童虐待の 社会問題化の 過程 に関す る考察を通 して ， 子 ど もを抱 える

家族全体 に対 して国家の 監視 ・管理が強化 されて い る こ と ， さらに児童虐待対策の

ミス リー ドにつ い て 指摘 し， その うえで 教育社会学研 究が 幼児教育 の 社会問題 に対

して で きる こ とに つ い て 考 えて い きたい と思 う。

2 ． 児童虐待の社会 問題化

2．1， 「児童虐待」の定義の 拡張 とイメ ージの 定着

　「児童虐待防止等 に 関す る法律」 （200G年制定 ，
以 下 「児童虐待防止法」 と略）の

第 1条に ，
こ の 法は 「児童虐待が児童 の 人権 を著 しく侵害 し， その 心身の 成長及び

人 格の 形成に重大な影響を与える とと もに ， 我が 国にお ける将来 の世代の 育成 に も

懸念 を及ぼす こ とに か んがみ ，児童に対す る虐待の 禁止，児童虐待 の 予防及び早期

発見その 他 の児童虐待の 防止 に関する 国及 び地方公共 団体の 責務 ， 児童虐待 を受け

た児童の 保護及び 自立 の 支援の た め の 措置等 を定め る こ とに よ り， 児童虐待の 防 IE

等 に関 する施策を促進 し， もっ て 児童の 権 利 利益 の 擁護に資す る こ とを 目的 とす

る」 と記 されて い る 。

　 つ ま り， 児童虐i待は重大 な人権侵害で あ り，子 ど も期に お ける家族内で の 被虐待

経験はその 後の 人格形成に も一
恐 ら く， トラ ウマ の ような

一
重大 な刻印 を残 しかね

ない の で あ り， その 結果 ， 虐待 の 再生産が起 こ りうる 。 そ れゆ え， 国お よび地方公

共 団体には児童虐待 を予防 ・早期発見する責務が あ り， 不幸に して 虐待 を受けて し

まっ た子 どもに対 して は保護 ・支援措置を講 じな けれ ばな らな い
。 何 よ りも子 ど も

の 権利
・利益の 擁護 を優先 して 考 えなけれ ば ならない の で ある ， と解釈で きる だ ろ

う。 こ こ には
， 家族が幼少 期の 人 間発 達 に対 して重 要 な役割 を担 い

， そ の 影響 は人

生 の 長い 期 間にお い て甚大 で あ る とい う了解が暗黙に 込め られて い る 。

　 とこ ろで ， そ もそ も児童虐待 とは どの よ うな事態 を示す用語 なの で あ ろ うか 。 児

童虐待防止法第 2条の 定義で は ， 児童虐待 とは ， 保護者に よる身体的虐待や 性的虐

待 だ けで な く，保護 の 怠慢 （ネグ レ ク ト）， 心理 的虐待 も虐待 で あ る と示 され て い

る 。 同法施行以 前 は ， 児 童虐待 とは 「打撲傷 ， あ ざ （内出血 〉， 骨折 ， 頭 部外傷 ，
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刺傷 ， 火傷，栄養不良 ， 極端 な不潔 ， 怠慢な い し拒否 に よ る病気の 発生 ， 児童の 不

安 ・怯 え， うつ 状態 ， 凍 りつ くような無感動 や 無反応，強 い 攻撃性 ， 習慣異常 ， 日

常生活 に支障をきたす精神症状」 な ど具体的事象が列記 され ，
こ れ らに当て は ま ら

な い 事象は児童虐待の 保護救済の 対象に な り難か っ た 。 そ れ に 比 べ る と， 定義の 抽

象度が ヒが る こ とで ，その 対象 となる子 どもの 範囲 は拡大した とい える 。

　 また，2004 （平成16）年の 同法改正に よ っ て ， 保護者だ けで な く同居人 に よる虐

待行為 も対象 に含 まれ ， 「虐待 を受けた」か ら 「虐待を受けた と思 わ れ る 」子 ど も

も対象 となる な どさ らに範 囲は拡大 した
（3）

。 こ の よ うに対象範囲が拡大す る とい う

こ とは ， 児童虐待 とい う事象が 固定的状態 を示 す用語で は な く， 操作可 能な概 念で

あ る こ と を意味す る 。 特 に2004年の 法改正以降， 児童虐待は保護者に よる もの に隈

定 され ず ，
しか も虐待行為の 有無に もと らわれずに ， 「子 どもに と っ て 有害か ど う

か で 判断す る」 （厚生労働省　2007，p ，6 ）こ と を基準 に 据 える よ うに なる など
，

児童虐待の 概念は拡張 と境界線の 曖昧 さを増 して きて い る 。

　そ うした法整備が 進む問 も，
マ ス メ デ ィ ア は児童虐待の 悲惨な事件一 生 後数 ヶ 月

の 子 ど もを壁 に叩き付けて 頭蓋骨を骨折させ た 。 乳幼児 に 食事 を与 えない で 放置 し，

餓死 させ た 。 痣が で きるほ ど殴 る蹴 る を繰 り返 して 新旧多 くの 骨折が レ ン トゲ ン に

映 っ た な ど一 を繰 り返 し特集 して きたが ， その
一

方で 「子 ど もを愛せ ない 」 こ とに

苦悩す る 「普通の 」母親た ちの 姿 に も焦点 を当て る よ うに もな っ て きた 。 その 結果 ，

児 童虐待 は や が て ある
一

定の イ メ
ー ジで 語 られ る よ うになる 。 す なわ ち， 「い け な

い と分か っ て い なが らもわが 子 に手 をあげて しまう 『普通の 親』た ちが少なか らず

存在 し， あ るい は未熟な親が子 ど もの 心身 に暴力 を加 えて ， 時 に は死 に追 い や る こ

とす らあ る 。 い ずれ に して も親に 問題が あるが
， その 親 自身も子 ど も時代に 同 じよ

うな被害 に 遭 っ て い る こ と も多 く， だか ら児童虐待 は世代問再生産の 問題で もある

の で ， そ の 鎖 を早 々 に切 らなけれ ば な らな い
。 また ， 地域社会の 脆弱化に よ っ て 家

族が孤立す る なか で 虐待 は 深 刻化 し， 激増 して い る 。 もは や ど の 家庭 で 起 きて も不

思議で は ない か ら ， 子 ど もを救 うた め には 児童虐待 の 気配 を感 じた ら躊躇せ ずに通

告 し，早期発 見 ・早期対処 され る こ とが 何 よ りも大事 な の で ある 」 （田中　2011
，

p ．158）　と。

2．2． 児童虐待は激増 して い るの か ？

　 と こ ろ で ， そ もそ も児童虐待 は増加 し て い る の だろ うか 。 普段 の 生 活 にお い て ，

児童虐待の 問題 に 頻繁に 直面する 人は多 くはな い で あ ろ うか ら ， メ デ ィ アが つ くる
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社会問題と して の 児童 虐待

擬似環境が われ わ れの 児童虐待 に 関す るイ メ
ージ を支えて い る とい える 。 そ して ，

メ デ ィ アが 最 も頻繁に参照するデ ータは ， 1990（平成 2）年か ら厚生労働省が公表

して きた児童相談所 にお ける 「児童虐待相談対応件数」 （以前は 「相談処理件数」）

の推移 に関す る右肩上が りの グ ラ フ で ある （図 1）。

　 しか しこ の デ ータを読む際 に は，い くつ か留意すべ き点がある 。

　まず第一 に ， 「増加 」の 根拠 とされ る こ の 数字 は 「相談対応件 数」で あ る に もか

かわ らず ， しば しば 「児童虐待件数」 と混同 され る点で ある 。 先述 した よ うに ， 児

童虐待 は
， 定義 の 変更 ， 対象の 拡大を経て 概念 を拡張させ て きた 。 そ れ と平行 して ，

児童福祉法第25条お よび児童虐待防止法第 6 条に おい て 「虐待に関する通告義務」

が国民 に課 され る よ うに な っ た こ とも相談対応件 数が 増加 した理 由の ひ とつ で ある 。

た とえ一．殻 の 人び とが こ の 法規定を知 らずと も， 結果 と して 誤報で あ っ た として も

善意 に よる通報で あれ ば罪 に問わ れ ない こ と， また守秘義務に よ っ て 匿名性が守 ら

れ る こ とが周知徹底 され る なかで ，通報 を躊躇 して 重大 な結果 に陥 る よ りは通報 し

て お こ うと人 び との 意識が 変化 して きた 。 そ の 結果 ， 相談対応件数が増加 して きた

の は 自然なこ とで あろ う。

　なか で も，子 ど もに H常的 に関わ る機関に対す る通 告義務が 課せ られ た こ とは大

きい 。 現在 は
， 児童虐待 に よる重 大 な事件 に子 ど もが 巻 き込 まれ た場合，児童相談

所だ けで な く， 学校や 保育所 も 「なぜ気 づ か なか っ た の だ」 とい う世論 の 批判 に晒

され る よ うにな っ て きた 。 文部科学省が教員向けの 児童虐待研修教材 を作成 し， 日

本医師会が 『児童虐待の 早期発見と防止マ ニ ュ ア ル 』 （2002）を医師向けに監修 し，

厚生 労働省が 『子 ども虐待 防」Eの 手引 き』 を学校
・
保育所

・
保健所

・
警察

・
児童委

員等に配布する な ど
， 早期発 見の 努力義務 と通告義務 の 周知 に 力を入れ て い る 。 こ

うした事態 を受 けて 相談対応件数 は増加 して きたの で あるが ，
こ れ が児童虐待の 実

数の 増加 としば しば混 同 され てい るの で ある 。

　第二 に ， 「児童虐待」 とい う用 語 が社会に 浸透す る に したが っ て ， 親が 自身の 養

育態度 を振 り返 る よ うに な っ た結果 ， 相談件数が 増加 した こ とが あげ られ る 。 か つ

て は 「しつ け」 と見 なされ て きた事象
一

た とえば ， 子 ど もが悪 い こ とを した の で柱

に括 り付 ける とか ， 軽 く叩 く， 「お 灸をす える ぞ」な ど言葉 で 脅す ， 家の 外 に 閉め

出す等一が ， 児童虐待の概 念が 広 ま るに つ れて 「自分 の 子育て は虐待で はな い だろ

うか 」 とい う不 安 を多 くの 人 び とに抱 か せ る ように な っ て きた 。 そ の 視線は 自分 自

身の 養育態度だ けで なく， 他 人の しつ け ・養育態度 に対 して も向け られ る 。 か つ て

で あれ ば腕 白坊主 の 証 とみ て い た青あざ も，児童虐待 とい う言葉が浸透す るに つ れ
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児童 相談所 に お ける児童虐待相談対応件数の 推移図 1

『 　
平
成
21
年
度

　
平
成
20
年
度

　
平
成
19
年
度

　
平
成
18
年
度

　
平
成
17
年
度

　
平
成
16
年
度

　
平
成

15
年
度

「

護
塁
度

『 　
平
成

13
年
度

　
平
成

12
年
度

「

平
成

H
年
度

癬
钁

50ρ0045

，00040

．OOO35

ρ0030

，00025

，00020

，000

ユ5，00GlO

ρ005

．000

　　　　0
平
成
7
年
度

平

成
6
年
度

平
成
5
年
度

平
成
4
年
度

平
成
3
年
度

平
成
2
年
度

出所）厚生労働省 雇用均等 ・児童家庭局

て ，「家 で 虐待 されて い る の で は ない か」 とい う疑 い を抱かせ る よ うに な り， 改め

て虐待が 「発見」 され る よ うにな っ て きたの で ある 。 その 結果，や は り通報件数が

増加 して きた とも考 え られ る 。

　そ して 第三 に
， 相談対応件数は

， それ が誤報で あ っ た場合 で も取 り消 され る とは

限 らない 点 に も注意 を払 う必要が ある 。 当事者で ある親 ・
子か らの相談にせ よ ， 他

人 に よ る通告 にせ よ ， 虐待 の 疑い の 訴えが生 じる と児童相談所 は 「虐待相談
・
通告

受付票」 （ある い は受理票）を作成 して ，児童虐待の 真偽や程度の 確認 を行わ なけ

れ ば な らな い 。現在 ， 厚生 労働省が集約 して い る 相 談対応件数は
， 各児童相談所 が

報 告す る受付票 件数で あ る こ とが 多い 。 だか らそ の なか には ， 実 際 に児童虐待が確

認 され た もの だ けで な く， 誤報や 勘違 い
， ある い は まだ虐待 とは言 えな い もの も含

まれ て い る の だが ，そ れ らは まとめ て カ ウ ン トされ る傾向 に ある 。

　 とこ ろ が 通常 ， こ れ らの 点 は
一

般の 人び とに知 ら され る機会 は少な く， 実態 の 注

意深い 検証 を待たずに ， 右肩上が りの 児童虐待相談対応件数推移の グ ラ フ ばか りが

強 調 さ れ ， 「児童虐待相談対応 件数は ，

〜年 に比べ て 〜倍 に増加 した」 とい う報道

が 繰 り返 され続 けてい るの が 現状で あ る 。
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社会問題として の児童虐待

2．3． 社会問題 と しての 児童虐待

　 しか しこ うした イ メ ージは ， どこ か特殊な出来事 として考え られ て い た児童虐待

を ， もしか した ら身近で 起 こ りうる社会問題 へ と変 えて きた 。 ある事象が社会問題

化するため には ，   そ の 脅威が わか りや す く， か つ 社会 的対応 を必要 とする 問題で

ある と
一

般の 人び とに認識 され， しか も，  その 問題 に解決可能性が見い だせ る こ

とが 要 件 とな る 。 どんなに重大 な 出来事で あ っ て も人 び とが知 らなけれ ば問題 には

な らない し， また ご く特殊 な出来事で は な く， ど こ で起 きて も不 思 議で はな い （も

しか した ら ， 自分の周 囲で も起 こ り得る） とい う認識 が なけれ ば社会問題化 し難い 。

ある い は
， ま っ た く解決可能性が 見出せ ない 出来事に つ い て も私た ちは 「どうに か

しよ う」厂どうにか で きる」な どとは考えない の で
， そ の 場合 も社会 問題化 しない

もの で ある。 児童虐待は
，

これ らの 点をク リア した こ とで 広 く社会問題 と して 認識

され る に至 っ た とい えるだ ろ う。

　特 に ， 「今 日 ， 児童虐待 とい う問題 は
， ある特殊 な家庭 に の み起 こ る不幸 とい う

よ り， 社 会変化の な か で 弱体化 した 家族
…

般が潜在 的 に抱え る危険 と して 描か れ

て 」い る （上 野　2003， pp ．5 − 6 ）。 どの 家族に 生 じて も不思 議で は ない 問題 だか

ら ，
い ま表れ てい る の は 「氷 山の

一
角に過 ぎな い 」 とい う言説が説得力 を もっ て広

ま っ て い るの で あろ う。 しか し ， 児童虐待は昔 に比べ て 増加 して 深刻化 して い る か

とい うと，以下の 聴 き取 り調査にある よ うに
， 必ず しもそ うとは言 えない

。

元児童相談所職員 ：「た とえば ， 『泣 き声通 欄 。 赤 ち ゃ んが 泣い て い る の を聞 い て

　心配 した 人が通報 して くる 。 昔 な ら
， 『ああ ， 赤 ちゃ ん が 泣い て い る ね』だ っ た

　の が
， 今で は 『もしか した ら虐待されて い る の か もしれ ない 』 と心配するわけで

　す 。 今 まで 見過ご されて きた もの が ， 児童虐待 とい う認識 に な っ て発見 され る 。 」

筆者 ：「（実際の 児童虐待の 中 身は）ひ ど くな っ て い ますか ？」

元児童相談所職員 1 「児童虐待 とい うの は ピラ ミ ッ ドと考 えて 貰 っ て よい
。 年 間50

　件死 亡 （事件）が あ るが， 4万件を超 える虐待全部が な くなる訳 じゃ ない 。 床に

　投 げつ けた り， 骨折 させ た り， 食事 を与 えず放置 させ た りとい うよ うな驚 くよ う

　な事例 が報道 され るが
， 昔か らあ っ た し

， 今 もあ っ て い る の で
，

どん どん残酷に

　な っ て い るの で は ない 。 実 態が 明 らか に な っ て きた 。

　もうひ とつ が ， 警察が保護者 を逮 捕す る ように な っ た 。 昔 は
， 児相が子 ど もを保

　護 す る 。 虐待 した 保護者 は罪 に 間わ れ なか っ たが ， （今は）傷害罪 ， 保護義務者

　違反 な どで 親御 さん を逮捕す る 。 逮捕す る と公 表する し，そ れが マ ス コ ミに 流れ
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や すい 。 報道件数は増えて い る か もしれ ない が ， 現場的 には昔 とそん なに変わ っ

て い な い 感 じ 。 」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （2010年 6 月　聴 き取 り調査 よ り
IA）
）

　以 前 も悲惨 な事件 は多 く存在 した し ， 先述 した とお り，
い まは相談対応件数 こ そ

増加 して い る もの の
， そ れ は児童虐待の 定義の 拡張 ， 通告の 推奨等に よる とこ ろ も

大 きい
。 ところ が ，

い っ た ん社会 問題 と して認識 され た 出来事は
， それが人び との

関 心 を強 く引 くもの で ある ほ ど次々 に 「発見」され る の で
， 対策が練 られる ほ ど，

その 件数は減少 しに くくな り， ま して 消滅
・
解消 され る こ とは非常に困難 とな る v

3 ． 児童虐待の社会的対策の 方向 ：個人 （家族）病理 と しての 児童虐待

　で は現在，社 会問題で ある 児童虐待 に対 して ， 国家レ ベ ル で は どの よ うな対策が

講 じられ て い る の だ ろ うか 。

　社会問題 は
， そ の 特徴 と して ， 人 び と に原 因解 明の 欲求 を抱 かせ る 。 こ れ は ， 個

人的 に は は っ きりしない こ とが不安 を掻 き立 て るため で あ り， 社会的側面で は ， そ

の 解明が新た な問題 に対する 予防 ・対策 を可能 にす ると考 え られ て い る ため で ある 。

児童虐待 に おい て は
， 「なぜ ， わが 子 に虐待 を加える親が存在す る の だ ろ うか」 と

い うの が最 も素朴な疑問で あ ろ う 。 基本的に 児童虐待 は子 ど もの 問題 で は な く親の

抱 える問題 で あ る が
， 児童虐待が まだ社 会問題 と して 強 く認識 され て い ない 頃 は

「児童 虐待 とは どの よ うな子 ど もの 状態 で あるか 」に関心 が 集ま っ た 。 その 後 ， 児

童 虐待が 社会問題 と して 位罹つ い て か らは ， 「どの よ うな 親が 子 ど もに虐待 を加 え

る の か」に関心が移行 し ， 膨大な量の 調査研 究が国内外 にお い て 蓄積 され て きた 。

そ の 結果 ， 現在 ， 児童虐待の リス ク要 因は明 らか に な っ た と され て い る 。

　 しか しその 「明 らか に され た児童虐待 の 発 生 メ カ ニ ズ ム 」は ， 児童虐待 は保護者

お よび子 ど もの 身体的側 面 ， 精神 的側 面 ， 社会 的側面 ， 経済的側面等の 要因が複雑

に 絡み合 っ て起 こ る と い うもの で あ り， しか も 「それ らの 要因 を多 く有 して い るか

ら とい っ て ， 必 ず し も虐待 に つ なが る わ けで は ない 。 適切 に判断す るた め には
， リ

ス ク要因 とと もに ， 虐待 を発生 させ る こ とを防 ぐ防御因子 との バ ラ ン ス を意識 して

ア セ ス メ ン トす る こ とが 重要あ る」
〔5〕

と付 記 され て い る 。 こ れ は ， 同 じ状況 下 に あ

る ように み えて も虐待 に至 る 親 とそ うで は ない 親が存在す る こ とか ら ， 結局 ケ ース

バ イケ ース で あ っ て ，
つ ま り，

い つ 誰が ど うい うき っ か けで 虐待 を引 き起こす か に

つ い て は分 か らな い とい うこ と と同義で あ る 。
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社会問題としての児童虐待

　しか しこ の 見解 は
， 2 つ の 方向へ われ われ を導 く。 ひ とつ は ， 虐待を起 こ しやす

い 親の 特徴 を示 して ， そ こ か ら児童虐待の 予防 をはか る と い う方向で ある （ハ イ リ

ス ク ・ア プ ロ ーチ）。 そ して もうひ とつ が
，

どの 家族で起 きて も不思議で はな い 問

題で ある 以上 ， また 子 ど もの 生命 を守 る こ とが最優先課題で ある以上 ，例 外を設け

ず にすべ て の 家族 を調査対 象 に すべ きで あ る とい う方向で ある （ポ ピ ュ レ
ー

シ ョ

ン ・
ア プ ロ ーチ）。 以下 ， それぞれの 特徴 に つ い て概観 して い こ う。

3．1．　 リス ク要因の 特定 と児童虐待の 予防 ：ハ イ リス ク ・アプ ロ ーチの 導入

　1990年代後半， ア メ リカ な どで 実施され て い る児童虐待の リス グ ア セ ス メ ン トが

日本で も紹介され，わが 国で も虐待危険度に 関する評価基準の 作成が進め られて き

た 。 この 動 きの 背景 には ， 虐待 に よ っ て 瀕死 の 状態や 死亡 に 追い 込 まれ る 児童の 存

在 と ， それ を救 えなか っ た とされ る公 的機関に対す る厳 しい 世論に対 して ， 回答 ・

対策を提示する必要が あっ た こ とが あげられ る 。

　児童虐待が社会問題化 した当初 は，早期発見
・
早期対応 で児童虐待の 深刻化 を阻

止す る こ とに主眼がおか れ ， 各関係機関へ の 通達が なされ たが ， しか し （先 に見た

理 由に よ っ て ）児童虐待は 「減少」 しない 。 そ こ で ， さらに未然防止政策に も力点

を置 くべ きだ とされ ， そ の た め児童相 談所の 法的権限
一

立入調査 ， 出頭要求， 臨

検 ・
捜索等一 も強化 され た の で あ る g

…
方 で ，児童虐待の 対象

・
定義 は拡張 し， 虐

待 で ある か否 かの 境界線 は曖昧化 した 。 た とえば
，

ひ と り親世帯 におい て親が懸命

に働 い て 子 ど もを育 て よ うと して も， 子ど もに十分に食事 をさせ られ なか っ た り，

長時間ひ とりで留守番させ な けれ ばな らな い の は虐待に あた るの か 。 子 ど もの しつ

けと して お尻 を叩 くと き， どの 程度の 強度で あれ ば し つ けの 範疇で ， どこか らが 虐

待 に な る の か な ど， 判断は非常に 困難で ある 。

　そ れで も児童虐待は児 童福祉の 専門家で あれ ば 「見れば 分か る」 とされ
， それが

逆 に ，児童福祉 に携 わ る 人び とを，虐待 の サイ ン ・兆候 を見逃すわ け には い か な い

状 況に追 い 込 ん だ 。 その 結果 ， 個人的 な価値観 や経験 ， 印象に頼 らない 客観的妥当

性 をもつ
， 判 断者 の よ りどこ ろ となる リ ス ク ア セ ス メ ン ト指標の 作成が 要求 され て

きた の で あ る 。

　 と こ ろ で
， リス クア セ ス メ ン トとは 「何 らか の 専 門的な仮説や経験的な知識に照

ら して 子 ど もの虐待 に 関 連す る と考 えられ る要 因 を想定 し ， 統計検定式に投入 して

統計 的有意差 を もっ て リス ク項 目を決定 し，そ の よ うに して 得た リス ク項 目を今度

は，個 々 の 子 ど もや養育者 に適用 して 虐待危険度 を評定 して い く方法」で ある （上
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野 ・
野村 2003， p．147）。 こ の 手順 を踏 ん で

， 厚生 労働省が 抽 出 した 虐待 リス ク

要 因は ，

　　 1）保護者 リス ク （10代 の 妊娠 ， 望 まぬ 妊娠 子 どもへ の 愛着形成が 不十分，

　　精神 的に 不安定，精神 ・知的障害， ア ル コ ール ・薬物依存，性格が攻撃的
・
衝

　　動的 ， 育児不 安や育児 ス トレ ス ，被虐待経験等），

　　 2 ）子 どもリス ク （乳幼児 ， 未熟児， 障害児 ， 育てに くさをもつ 子 ど も等），

　　 3）養育環境 ワス ク （未婚を含む単親家庭 ， 子連 れ再婚 ， 人問関係の 問題 を抱

　　え る 家庭 ，i親族 ・地域社 会 か ら孤 立 した家庭 ， 経済不安の あ る家庭，夫婦不

　　和 ・配偶者間 DV な ど不安定な状況 に あ る家庭，定期健診 を受診 しない 等）

の 3 領域 で あ り鰍 それ らを もとに リス ク アセ ス メ ン トシ ー トが 作成 され ， 実際 に

積極 的に使用 される こ とが求め られて い る （厚生労働省　2007， 2010）。

　 つ ま り，  統計的 に相 関が あ る とされ る項 目の なか で 繰 り返 し出現する もの を抽

出 し，   虐待 に陥 りやす い とされ る親像を浮か び上 が らせ ，   そ れ に 該当する親 を

「ハ イリス ク家族 （親）」 と呼んで ， 児童福祉 に携わ る諸機関で 継続 的に マ ーク する

こ とが 国家 レ ベ ル で 容認 され る よ うに なっ た とい うこ とで あ る 。 そ して これ らの 項

目を さらに大 き く捉 え直す と
，   親の 心理 的 ・精神的 な項 H ，経済社会的項 目，虐

待再生産項 目 ， 脆弱化 した家族に起因する問題と して 認識 され て い る こ とが読み取

れ る であろ う。 そ こ で ，  主 な予防 ・
対応策 と して

， 家族 の 孤立 化防止策 と親 （あ

る い は子 ども）に対す る カ ウ ン セ リ ン グ な どの 心理 的支援 に予算が つ け られ るよ う

に な っ た 。

3．2． 全 戸調査 ：ポ ピ ュ レー シ ョ ン ・アプロ ーチ

　 と こ ろで ， リス ク ア セ ス メ ン トとい う考 え方は ， 妊娠期の 母親か ら一
母子健康手

帳未発行 ， 妊娠未届出 ， 妊婦 ・乳幼児に 関する未受診な ど一
その 監視の 対象に捉え

る こ とを可能 とする 。 そ して ，特殊 な家族で は な く，弱体化 して い る現代 の 家族が

潜在的に 抱 える リス ク と して 児 童虐待 が語 られ る よ うに な っ た結果，すべ て の乳幼

児家庭 を対 象 と して 虐待危険 度の 検査 を行政 が 行 うこ と にな っ た 。 具体 的 に は ，

2009 （平成 21）年の 児童福祉 法の 改正 か ら， 生 後 4 ヶ月 まで の 乳 児家庭全戸 訪問事

業が 実施 され る よ うに な り
〔7｝

， 同様 に 3 〜 5 ヶ 月児検診 ，
1 歳 6 ヶ 月児検診 ，

3 歳

児検診 も虐待お よび虐待 リス ク 度の 高 い 家庭 を発見す る機会 と して積極 的に利用す

る こ とが推 奨 され て い る 。

　 死亡 など悲惨 な結 末に至 る事件 の うち，言葉 を発す る こ とや 自分 で 行動す る こ と
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の で きない 乳幼児の 割合が 高い こ と， あるい は よ り早期 に リス ク家族 を発見す るこ

とで児童虐待 を防止で きる可能性 が高い と考えられ る こ とか ら ， 子 どもの 誕生か ら

切れ 目な くすべ ての 家庭 をチ ェ ッ クする こ とは， 「子 ど もの 生命 保護優先」の 目標

の もとで は人 び とに受け入 れ られ や すい 。

　 とこ ろ で ，
こ うした行政 の 家族 へ の 積極的介入 は ， 児童福祉 にお ける大 きな転換

で もある 。 従来 ， 児童福祉 は 来談者主義にた ち ， 各家族 の 自律性 を前提 に ， 問題 を

抱 える家族か らの 求め に応 じて 支援
・
援助計画 をた て る方針 に あ っ た 。 しか し児童

虐待 バ ッ シ ン グを経験 した現在 は ， 「最悪の 事態 を想定 しなが ら」， 安全確認， リス

ク ァ セ ス メ ン トを行うこ とが児童福祉の 場で 求め られて お り， 積極 的に各家庭 に足

を運ぶ 介入 へ と変化 して きた の で あ る 。 そ こ で もリス クア セ ス メ ン ト指標の 利用 が

求 め られ て お り， 特 に ，   保護者お よびそ の 関係者 は嘘 をつ くと考 え， 彼 らの 情報

に頼 らずに調査者が子 どもを直接 目視する こ とが 原則で あ り，   不適切 な監護が 認

め られ る場合には
， 求め られな くて も介入する こ との 正 当性が浸透 して き牟。 家族

の プ ラ イ ヴ ァ シ ーや 自律性は ， 「常 に虐待の 可 能性 を念頭 に」 とか 「最悪 の 事態 ，

つ ま り虐待死が起 こ る 事態 を想定 して 」「子 ど もの 生 命を救え」 とい う名 目の 前で

は 力 を失 う。

　つ ま り， ポ ピュ レ ーシ ョ ン ・ア プロ ーチ に よる全戸調査 は ， すべ ての 乳幼児家庭

が虐待 リス クの ス ク リー ニ ン グ を通 して ， 国家 の 監視 ・管理 下 におか れ ， 家族 の 自

律 性や プ ラ イ ヴ ァ シ
ーは子 ど もの 生命保護 の もとで 制 限 され る こ と を意味す る 。

「適切 な養育 を行 っ て い るの で あれ ば
， 見 られて も構 わ な い はず だ」 とされ る なか

で は
，

われ わ れは 潔白で ある 証 と して行政指導 に黙 っ て 従わ ざる を得 ない 。 調査 に

対 して拒否 的な対応 を した り， 行政指導に対 して 素直に従わ ない 家族 は ハ イ リス ク

家族 として 継続的にマ ー ク され る こ とに なる 。

　調査する側 も
，

被調査者側 にそ れ を悟 られ な い よ う笑顔で 相談に 応 じる姿勢 を表

面で 見せ なが ら， しか し裏 で は虐待 リス ク の チ ェ ッ ク及 び虐待の 証拠固め を行 うこ

と に なる 。 「〜歳児健診」の 利用 が推 奨され る の は ， 保護者が 疑 われ て い るこ とに

気づ か ずに ， 拒 否的感情 を抱 くこ とな く自然な形で 子 ども と親 をチ ェ ッ ク で きる 機

会 で あ るた め で あ る 。 か つ て で あれ ば 「特 に児童虐待問題 に つ い て 言 えば，個 別の

閼題 と して 指導 が行 われ ， 親が 反省をす るか ， 誓約書 を書 くこ とで 『許 し』 『許 さ

れ る』 関係 で 決着 が つ け られ る こ と も実際 にあ っ た」 （小 木 曽　2002， p．139）が ，

現在 は ， そ うした判 断を下す裁量余地は ， 基本 的に児童相談所 には な く，児童福祉

は 問題 を抱 える家族 に寄 り添 う支援体制か ら管理 ・介入 する権限 を もつ 支援体制 へ
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と転換 した わ けで ある 。

4 ． 乳幼 児家族に 対す る国家の 監視 ・管理 の強化 とその 問題点

　こ の よ うに ， 「ハ イ リス ク家族」を含め，すべ て の 乳 幼児 家庭 を児 童虐待 の 監

視 ・管理下 にお さめ る方 向にあ るの だが ， 問題 はそれ だけで な く， そ の 方法と対策

もミ ス リー ドを起 こ して い る 点に ある 。 「子 どもの 生命 を救え」 とい う号令の もと

で進行 した児童福祉姿勢の 転換は
， 実態の 検証 を待 たずに 「児童虐待は増加 ・深刻

化 して い る」 とい う擬似環境 に支 えられて 進め られ て きたわけで あ り， その 根拠と

なる児 童虐待相談対応件 数に つ い て も， 概念拡張に伴う被虐待児童の 数の カ ウ ン ト

は 調査者 ・判 断者の 任意で あ っ て ， そ もそ も実態を表す もの で はない
。 なか で も特

に難 しい 問題 は ， 科学的 ・客観的
・
的確性 を もつ とされる リス クア セ ス メ ン トとい

う考 え方の 急速な広が りで ある 。

　 こ こ か らは ， 現在の 児童虐待 の社会 的対策の 問題 点お よび課題に つ い て 検討を加

えなが ら， 最 後に教育社会学研究が幼児教育の 社会閙題 に対 して で きる貢献に つ い

て 考えて い くこ と と しよ う。

4．1． 虐待 「リス クア セス メ ン ト」の 問題点

　厚生労働省 におい て客観 的妥当性 を有す る とされ る リス ク項 目は ， そ もそ も全国

の 児童相談所にお い て ソ
ーシ ャ ル ワ

ー カーが 児童の
一時保護の 判 断にあた っ て何 を

重視 して い る か ， その 決定要因 をま とめ た もの で あ っ た
〔S〕

。 それ ゆ え
，

ソ
ー

シ ャ ル

ワ
ーカー

の 保護判断は完璧 に 正 しい とい う前提の うえで
， 当時の 児童福祉 の 現場の

指針が ， 現在 ， 虐待 リス ク と して流通 してい るの で ある 。 児童虐待 は基本的 に親が

抱 える問題 に帰因する わ けだか ら ， ソ
ーシ ャ ル ワ

ーカーが担当するケース も親の 問

・
題に 焦点が 当て られ る こ とに なる 。 そ うして い くつ もの ケ

ー
ス を担 当 した経験 か ら

，

虐待 リ ス ク の 高 い 親像 をつ くっ て きた 。 そ れ ゆ え リス ク項 目を見 る と，親 の 心 理

的 ・精神的項 目，経済社会的項 目， 虐待再生 産項 目 （被虐待経験の 有無）な ど主に

親 に 関す る項 目が あ げ られ るの で あ っ て ， 「不 安定さや攻撃性 を もつ 親 は 虐待 を起

こ しや す い 」「精神疾患 の ある親 は ， 虐待 を起 こ す」「自分 も虐待 を受けた 親 は ，子

ど もに対 して も虐待 を加 え る」 とい う見方が 流 通 して い た の で あ る 。

　 そ うして 「客観的妥 当性 を もつ 科学的 指標」 と して つ くられ た虐待の リス タア セ

ス メ ン トシ
ー トが ， 積極的 に児童福祉 現 場に還 元 され る

一
しか も， 当事者で ある ソ

ー
シ ャ ル ワ

ー
カ

ー
の 経験則 に 基づ く価値観や知識 技能 よ りも優先す る と され る と
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い う一
現在の 方向は ， 時間をかけた トー トロ ジ

ーとで もい うべ きもの で あろ う 。

　 と こ ろ が， い っ た ん科学性を もつ とされ る と， リス ク項 目の 妥当性 に対す る疑い

は 退け られ る 。 そ して こ の 項 目に従 っ て ，児童虐待予防 ・対応策は ， 親の 心理的 ・

性格的問題や虐待再生 産 を断ち切 る ため に 母親の 孤立化対策や カ ウ ン セ リ ン グ等の

導入 の 方向に動い て きたわけで ある 。 育児環境 の 整備，心理 的ケア の 提供 は，そ れ

を必要 とす る親 に と っ て は有効である 。 しか しどれ ほ どの児童虐待が ， 親の 心理的

問題 に還元 される問題なの だろ うか 。

　実際に は
， 虐待 リス ク 項 目に 多 く当て は まるか ら とい っ て，必 ず しも児童虐待と

は言 えな い 状況 も多 く存在す る 。 た とえば
， 虐待 を主 訴 とせ ず と も， 養護相談の な

か に は虐待 リス クの 項 目と重 な る事情を有する親が多 く存在する 。 経済的困窮 に よ

る養護相談 も
，

安定 した衣食住 を子 どもに提供で きない 切迫 した状況で あれ ば ， 虐

待の状態 と重 な る 。 また従来で あれ ば 「親の 疾病」 とされ た主訴 も， た とえば母親

の 精神疾患 に よ る養育困難 は
， その 結果十分 なケ ア が で きなか っ た と して 虐待 と重

なる 。 誤解 を恐れずに言えば
， 養護相談 の 多くが 虐待 リス ク項 目に 当て は まる 。 し

か しだか らとい っ て ， 虐待危険性の ある家族 と判断 して心理 的支援や 育児ネ ッ トワ

ーク の 整備 とそれ へ 誘うだ けで は ， 相談者の ニ ーズ と支援 内容の ミス マ ッ チ を起こ

すだけで あ ろ う。

「毎月の 支払い や食費の こ とば か りに気 を回 さ なけれ ばな らない 家族 に対 して ，

僕 らは ， 心理 的な カ ウ ン セ リン グ を課す こ とで子育て 上の 問題 を解決 しよ うと

い うの だろ うか 。
こ うした家族に ， 僕 らは 1 時間5000円 と もされ る カ ウ ン セ リ

ン グ を課 そ うとい うの だ ろ うか 。 これは どこか 戯画的で ない だ ろ うか 。 現実 の

生 活 に根 ざ した解決方法 に な っ て い る の だろ うか」 （山野 ，
2006

， p ．71）

表面的な状況の み を見て チ ェ ッ ク項 目に レ点を うつ だ けで は
， 家族の 問題を 的確に

ア セ ス メ ン ト （評価）す る こ とは不可能なの で ある 。 児童虐待 は，助言 ・指導 とい

うカ ウ ン セ リ ン グ的対応 だ けで は処理 で きない 問題 を抱 えて い る 。 養護に 欠 ける 状

態が不可避的な要因ある い は養育者 に関わ る可避的 な要因に よ っ て引 き起 こ され た

場合 で も ， 助言
・
指導 だ けで は養育機能 を回復 させ た り家族機能の 解体状況 を再組

織化 させ るに は 限界が あ る 。
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4．2． 虐待 リス クア セ ス メ ン ト導 入 に よる児童 福祉の現場の 変化

　 また ， リス ク ア セ ス メ ン トの 導入に よ っ て ， 児童福祉 の 方向 ・
あ り方に変化が生

じて い る 。

　まず第一 に ， 児童福祉 に お ける家族 との 関 わ り方 ・支援姿勢 の 変化で あ る 。 寄 り

添 う福祉か ら積極的介入 と強権 的権限をもつ 福祉 へ の 転換は
， 切迫 した状況下 にあ

る 子 ど もを迅速 に保護す る こ とを念頭 に起 きた もの で あっ た 。 声 をあ げられ な い 子

どもの 側 に立 ち ， 虐待を行う鬼 の ような保護者 と対峙 して で も断固た る対応 を迅速

に行 うこ と を望む声に応 じた もの だ が ， しか し実際 の 「児 童相談所の 多 くの ケース

は
， 保護者の おか れ て い る厳 しい 状況か ら

， や むにや まれず相談に来る もの が多く

を占めて い る」 （小木曽 ，
2002

， p ．145）。 かつ て は保護者へ の 共感 をベ ース に ， 親

の 困 っ て い る問題 へ 焦点をあて て 援助 を行い
， 家族の 育児力を高め る こ とを優先 し

て きた 。 それ が なけれ ば家族再統合は不可能だ か らで あ り，子 ど も家族 へ の 支援 は ，

何よ りも家族の 養育機能が再 び正 常 に 回復す る こ とを目的 と して い たの で ある 。 し

か し リス ク アセ ス メ ン トへ の シ フ トが生 じて以降， 主 に家庭で の 養育者の 有害行為

や 兆候 ， 危険可能性 を どれ だ け早 く正確 に察知で きるか ， 子 どもをい か に適切 に保

護するか一 親子分離の 必 要性は な い だ ろ うか ？一 に大きな 関心 が 注が れ る よ うに な

っ た 。

　 そ れ に関連 して
， 第二 に ， 支援者 と相 談者の 聞の 信頼関係で ある 。 対象家族 に悟

られ ない よ うに リス クア セ ス メ ン トを行 うこ とは
， 親に不快な思い をさせ て 非協力

的 な態度を取 られた り， 悩み を素直に打 ち明ける機会をな くさない ため に必 要で あ

る と され るが ， 虐待 リス ク を もつ 家庭 と して マ
ーク された こ とを知 っ た と きの 疑 わ

れ た側の 家族の 不信感 は容易 に拭 える もの で はな い
。 「調蒼や 援助 目標 ・内容等に

つ い て ク ラ イエ ン トと合意形成 して い くこ とにな しに信頼関係を築 くこ とは難 しい 。

ク ラ イ エ ン トに 隠れ た 目的 （hidde琵 agenda ）が ，社 会統制 の
一

形態 だ とす る批判

を招 い て きたの で ある 」 （上 野　2002，pp24
−25）と い うよ うに ， 相談者との 信頼

関係 を ベ ース に ， 各家族 の 抱 える問題 に焦点を当て なが ら育児力 を総合 的に高め る

こ とが ， 多 くの 親 に と っ て必 要 な援助 で ある こ と に変わ りは なか ろ う。

　 そ して 第三 に
， 児童相 談所 の 人的 資源の 配分問 題で あ る 。 児童虐待の リス クア セ

ス メ ン トは，児童相談所 だけ で な く市 町村 ， 保健所 ， 医療機関 な どの 連携 の もと対

応 す る とは い え ， や は り児童虐待 の疑 い が 生 じた場合 の 調査 主体は 児童相談所で あ

る 。 免責規定 を もつ 通告義務の 結果，膨大 な通報が児童相 談所 に 寄せ られ たが，通

告が あ っ た以上 は必 ず調査 に 入 らなけれ ば な らず ， そ の ため 限 られ た人 的資源が投
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入 され る 。 しか し児童相談所 は ， ほ か に養護や非行の 問題 な ど多様なケ ース を扱わ

なけれ ばならない の で あ り， 児童虐待 にばか り資源 を傾斜する わ けに はい か ない こ

と も留意すべ きで ある 。

4．3． 教育社会学的研 究の課題 ：児童虐待は家族病理 か ， 社会病理か ？

　以上 の よ うに ， 科学的 とされる リス ク項 目の 導入に よる 「ハ イ リス ク家族」の ラ

ベ リン グお よびすべ て の 子 ども家庭に対する 国家 の 管理 ・監視の 強化 は ， 児童虐待

の 問題 を社会経済的要 因か ら個人 （家族）に 起因す る リス ク へ 注意 を逸 ら しなが ら

進行 して い る 。 しか し， 児童虐待が養育機 能の低下 した現代家族
一般に潜む問題 で

あ っ て ， どの 家族 に生 じて も不思議で は ない 問題 で ある ならば，それ は個 々 の 家族

や親の リス クで は な く社会全体 の シ ス テ ム エ ラーで あ っ て ， そ の 病 因は社会的問題

で ある とい うこ とに な る 。

　 た とえば ， 社会政 策に起 因する の で あれば公的扶助 ・雇用扶助 ・住宅政策な ど社

会福祉全体 の 欠陥や社 会的資源不足の 問題 に焦点を当て ねば な らない し，児童福祉

サ
ービス に起因す る の で あれば

， その 対応 方法や対象範囲な どの 問題 を突 き止め て ，

その 改善に よ っ て児童虐待の 問題 を考えねば ならない 。 また
， 親の 抱 える精神的 ・

心理 的問題や夫婦間不和な どに よる家庭内で の 孤 立 とい っ た家族関係の 問題 で あれ

ば， カ ウ ン セ リ ン グ治療や 家族療法で 改善 され うる こ と もある で あろ う。 と こ ろ が

現在 は ， そ う した 点 は見 えて い る の に 見えな い 問題 と して ， 児篁虐待 は 欄人 （家

族）病理 に帰因する と して 国家的対応 を施 して い る とい える 。 繰 り返すが ， 児童虐

待 は基本 的に親 の抱 える問題で あ り， そ れゆ えそ の 問 題 を解決 ・軽減で きな けれ ば ，

虐待 の帰因要因は解消 しない 。 だ か ら ， 何 を児童虐待対策の 中心 に据 えるか は，家

族再統合や健全化に 向けて 極め て 大 きな課題 とな る 。

　 しか し一方で ，子 ど もた ちが虐待 に よ っ て 無惨 な死 に追い や られ た り， 心 身に傷

を負 う姿 を見過 ごす こ とはで きな い こ と も事実で あ る 。 問題 意識 の啓発 に徹す る議

論に よ っ て
， 児童虐待 が社会的 に周知 され て ゆ くこ とは 間違 い ない が ， ただ し 「予

防 ・通告 ・関係機関連携 ・早期治療
・カ ウ ン セ リ ン グ に よ りる再生 産の 寸断」 とい

うわか りやす い 対応 策で は捉 え きれな い 課題 が あ り， そ の 流れ に 収斂 して い くこ と

で ，
こ の 問題の 孕 む複雑 さが軽視 され る 恐れ があ る こ と を指摘 したい 。 児童虐待 だ

け で な く養育困難 の 問題 は ， 個 々 の個人病理 ・家族病理の 責任に帰す こ とは で きな

い とい うこ とは
， 社会学 にお い て は古 くか ら繰 り返 し言わ れて い る こ とで ある

〔9｝
。

　で は
，

こ の よ うに諜題 ・論点を多 く含 む児童 に まつ わ る問題 に 対 して ，教育社会
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学 は どの よ うな貢献が可 能で あ ろ うか 。 まず第
一一

に，実証的調査研究の 蓄積，モ ラ

ル
・パ ニ ッ ク的社会 問題 の 客観的考察 な ど，経験科学の 立場 からの研 究結果の 提供

が 考 え られ る 。 そ して第二 に ， 臨床教育社会学の 面か らは ， 当事者で ある親 ・子 ど

もの 視点か ら児童虐待 とい う経験 の 社会的意味を抽出す るな どの M 究を通 して ， よ

り現実的 な問題解決に 資す る具体的要 因を特定 し， 課題解決志向の 実践方法の 提示

等 を行 うこ とが 考 えられ る 。 い ずれ に して も， 実証 的研究 を重ねなが ら ， 子 ど もに

と っ て の 最善の 利益 は誰が どの よ うに決定するの か ， 家族の 自律性 と児董福祉の 介

入 の バ ラ ン ス をどの よ うに考える の か ， 乳幼児家族 に関す る国 （行政） と家族 ， 地

域社会の 役割分担の あ り方を どう考 えるか な ど， 子 ども家族全体 に関する施策 ・政

策の 提言 を行 っ て い くこ とが 重要なイ ッ シ ュ
ー となる で あろ う。

〈注〉

（1） 1933年制定の 児童虐待防止 法 は ， 児童福祉 法 に吸収 され る形 で戦後廃止 された 。

　改 めて児童虐待 に関す る法律が制定された の は2000 （平成12＞年 「児童虐待の 防

　止等 に関す る法律 」に お い て で ある 。

（2） 児童虐待 に よる死亡児童の うち 3 歳未満が74，7％ （うち ， 0歳児が 582 ％ ）で

　あ り， そ もそ も死 亡 事件は乳幼児 に集申す る （「子 ど も虐待 に よ る死 亡事例等の

　検証結果等に つ い て
・第 6次報告」社会保障審議会児童部会児童虐待等要保護事

　例 の検証 に 関す る専門委員会，2010年 7 月報告）。

（3脱 童虐待防止法第 3条で は 「何 人 も， 児童 に対 し，虐待 を して は な らない 」とあ

　 り， 保護者に よ る もの だけで な く， 大入 に よる 子ど もへ の 不適切 な扱 い （マ ル ト

　 リ
ー トメ ン ト）全般 を児童虐待の概念 に含 め て い る 。 しか しこ れ は第 2 条の 保護

　者及 びそ の 同居入 に よる行為 とい う規定 と整合性が とれ て い ない とい う指摘が し

　 ば しば な され る n

  　児章相談所に て約20年間ソ
ー

シ ャ ル ワ
ーカー として 児童 虐待問題 に対処 して き

　 た50代男性 に対 する聴 き取 り調査 （2010年 6月 7 日 ， 西南学院大学 ・福 岡市 にて

　 実施）よ り。

（5＞ 厚生 労働 省， 2007， p ．15．

（6） 厚 生労働省　2007
， p．20参照 。

こ の 指標 は
， 統 計処理 を施 され て い る ゆ え客

　 観性 ・的確性 を もつ とされて お り， そ れ ゆ え 「子 ども虐待の 危機 を見逃 さず，支

　 援 に つ な げる こ とが で きる 。 また ， 支援者が よ り適切 なアセ ス メ ン トを行 うこ と

　 が で きる」（厚生労働 省　2007
， p ．16） とい う前提で 使用 され て い る 。
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（7｝ 市町村は 「乳児家庭全戸訪問事業 ， 養育支援訪 問事業
…が着実に 実施され る よ

　う， 必要 な措置 の 実施に 努め なけれ ばな らな い 」児童福祉法第21条 9 。

（8） 上野 ， 2003， pp ．174−175．

（9＞ た とえば ， 畠山 （1981）参照 。
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ABSTRACT

Child Abuse  as  a Social Problem: Strengthening the monitoring  of

                               families

                                                         TANAKA,  Rie

                                                  (Yamaguchi University)

                   1677-1 Yoshida Yamaguchi-shi, Yamaguchi, 753-8513 Japan

                                          E-mail: ta-na@yamaguchiuu.ac.jp

  
"Child

 abuse"  has become a  social  problem  in Japan since  the 1990s. Committed by

parents, with  their absolute  pewer,  against  their children,  who  have no  power. child

abuse  is nothing  but a negative  experience  for children  personally and  socially.  Child

abuse  should  therefore be eradicated  and  abhorred,  However, it unfortunately  tends

to be treated with  moral  panic.

  The  aim  of  this paper  is to clarify  the process  of  child  abuse  becoming a social

problem  in Japan and  to consider  the issue ef  how  to respond  to it. I point out  that 1)

the social  problem  of  child  abuse  has expanded  through several  stages,  2) the mass

media  have created  a  serious  image  of  an  explosion  of  the problem, and  3} social

protection is rneving  towards  risk  assessrnent,  which  results  in monitoring  al1

families,

  Risk assessment  by government  guidance  finds troubled families, following which

individual measures  can  be taken, but there are  a nurnber  of  problems.  The first is a

mismatch  between needs  and  support,  Currently in Japan, while  child  abuse  is

recognized  as a  social  problem, the measures  taken  regard  it as  tihe parents' personal

problem  This is not  appropriate.  if child  abuse  is thought  of  as  a personal  problem  of

the parents, support  will be provided as  a kind of  counseling.  In fact, however, child

abuse  is often  caused  by economic  poverty, and  thus a mism'atch between causes

and  countermeasures  occurs,  Actually, what  sueh  parents  need  is not  counseling,

but tife er  employment  support,  Secondly, assessment  is carried  out  by the checklist

method.  The  expert  who  has been well  trained and  has an  extensive  knowledge  and

background  on  the causes  of  chilcl  abuse  may  not  necessarily  carry  out  the cheek,  In

addition,  children  do not  always talk about  their feelings appropriately  because there

137



The Japan Society of Educational Sociology

NII-Electronic Library Service

The  JapanSociety  ofEducational  Sociology

are  large inclividual differences in developmental leveL

  In the  field of  child  weifare,  the cause  of child  abuse  is not  considered  to be the

psychological problem  of  the parents, but has long been noted  instead to be due to

socio-economic  issues. However,  the images of  child  abuse  created  by the mass

media  have led to the belief in the dysfunction of  family upbringing,  specifically, the

repreduction  of  child  abuse,  the isolation of child  care  environments,  and  the chi}d-

rearing  anxiety  of  mDthers.  Therefore, all families are  investigated. This arnounts  to

a Ioss of human  resources,

  We  therefore have to offer  an  accumulation  of  ernpirical  research,  objective

analysis  of the moral  panic against  child  abuse,  and  the results  of  empirical  science

frorn a  research  perspective. Furthermore, clinically  speaking,  the extraction  of  the

experience  of child  abuse  and  its associated  problems  also  make  it possible to give

speclfic  recommendations  necessary  for the solution  from the perspective  of the

parent  or  child.
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